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都
営
・
区
営
住
宅

入
居
者
募
集

　

住
宅
に
困
っ
て
い
る
所
得
の

低
い
方
を
対
象
と
し
た
住
宅
で

す
。

【
募
集
住
宅
】

①
都
営
住
宅（
東
京
都
公
募
）

２
１
８
５
戸

世
帯
向（
単
身
者
向
を
含
む
）・

定
期
使
用
住
宅
（
若
年
フ
ァ
ミ

リ
ー
向
・
多
子
世
帯
向
）・
若

年
フ
ァ
ミ
リ
ー
向

②
都
営
住
宅（
地
元
割
当
）

２
戸

世
帯
向
（
単
身
者
向
は
あ
り
ま

せ
ん
）

③
区
営
住
宅　
６
戸

世
帯
向
（
単
身
者
向
は
あ
り
ま

せ
ん
）

【
募
集
案
内・
申
込
書
配
布
期

間
】

５
月
７
日
㈬
〜
15
日
㈭
（
土
・

日
曜
日
を
除
く
）

【
配
布
場
所
】

住
環
境
整
備
課
（
区
役
所
４
階

４
２
１
番
）、区
民
事
務
所
、
区

民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
、
西
生

活
課（
区
役
所
２
階
２
３
４
番
）、

福
祉
事
務
所
東
庁
舎
（
金
町
１

–
６
–
24
）、
東
京
都
住
宅
供

給
公
社
新
小
岩
窓
口
セ
ン
タ
ー

（
西
新
小
岩
１
–
１
–
２
・
①

の
み
）

　

①
は
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.to-kousya.

or.jp/

）、
②
と
③
は
区
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
り
出
せ
ま

す
。

【
申
込
方
法
】

　

郵
送
で
、
①
は
渋
谷
郵
便
局
、

②
と
③
は
葛
飾
郵
便
局
に
５
月

19
日
㈪（
必
着
）ま
で
。
窓
口
で

は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。
②

と
③
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

電
子
申
請
も
可
。

　

詳
し
く
は
、
募
集
案
内
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

東
京
都
住
宅
供
給
公
社
都
営
住

宅
募
集
セ
ン
タ
ー

▽
５
月
７
日
㈬
〜
15
日
㈭

☎（
０
５
７
０
）０
１
０
８
１
０

▽
通
年

　

☎（
３
４
９
８
）８
８
９
４

い
ず
れ
も
土
・
日
曜
日
を
除
く
。

【
担
当
課
】　

住
環
境
整
備
課

☎（
５
６
５
４
）８
３
５
３

葛
飾
区
政
策
・
施
策

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
調
査

に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

区
が
委
託
し
た
調
査
会
社
の

調
査
員
が
伺
い
、
調
査
票
を
配

布
・
回
収
し
ま
す
。

　

今
後
の
区
政
運
営
に
役
立
て

る
重
要
な
調
査
で
す
。
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

調
査
結
果
を
他
の
目
的
に
利

用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
対
象
】

無
作
為
に
選
ば
れ
た
区
内
在
住

20
歳
以
上
の
方　

１
６
０
０
人

【
期
間
】

５
月
上
旬
〜
下
旬

【
担
当
課
】　

政
策
企
画
課

　

☎（
５
６
５
４
）８
１
７
７

ご
利
用
く
だ
さ
い
　

区
民
借
上
保
養
施
設

　

区
内
在
住
の
方
の
利
用
に
限

り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
区
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
・
施
設
利
用
案
内
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
７
月
分
ハ
ガ
キ
受
付
】　　

　

申
込
専
用
の
往
復
ハ
ガ
キ
で

５
月
１
日
㈭
〜
８
日
㈭
（
消
印

有
効
・
１
グ
ル
ー
プ
１
枚
）。

【
施
設
を
利
用
で
き
な
い
日
】

▽
岸
権
旅
館

広告　内容については広告主にお問い合わせください

電
話
番
号
の
表
記
の
な
い
記
事
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ
は
、は
な
し
ょ
う
ぶ
コ
ー
ル
へ
。

７
月
１
日
㈫
・
２
日
㈬

▽
鴨
川
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル

７
月
１
日
㈫
〜
６
日
㈰
・
12
日

㈯
・
24
日
㈭
〜
26
日
㈯

▽
箱
根
パ
ー
ク
ス
吉
野

７
月
２
日
㈬
・
３
日
㈭

▽
館
山
シ
ー
サ
イ
ド
ホ
テ
ル

７
月
19
日
㈯
〜
23
日
㈬

▽
ホ
テ
ル
花
い
さ
わ

７
月
28
日
㈪
〜
31
日
㈭

　

利
用
で
き
な
い
日
の
分
の
部

屋
に
つ
い
て
は
、
７
・
８
月
の

他
の
日
に
振
り
替
え
て
利
用
で

き
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
６
月
分
空
室
受
付
】

　
５
月
１
日
㈭
か
ら
利
用
日
の

前
日
ま
で
電
話
か
窓
口
で
（
先

着
順
）。
５
月
１
日
㈭
は
午
前

９
時
か
ら
電
話
の
み
。

【
申
込
専
用
ハ
ガ
キ
・
施
設
利

用
案
内
配
布
場
所
】

区
役
所
内
旅
行
コ
ー
ナ
ー
（
区

役
所
内
郵
便
局
上
）・
区
政
情

報
コ
ー
ナ
ー
（
区
役
所
３
階

３
０
４
番
）・
地
域
振
興
課（
区

役
所
４
階
４
０
５
番
）・
区
民

事
務
所
・
区
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー

ナ
ー
・
地
区
セ
ン
タ
ー
・
学
び

交
流
館
・
図
書
館

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】

▽
平
日

区
役
所
内
旅
行
コ
ー
ナ
ー

　

☎（
５
６
７
０
）３
８
６
１

▽
土
・
日
曜
日
、
祝
日
（
電
話

の
み
）

近
畿
日
本
ツ
ー
リ
ス
ト
個
人
旅

行
販
売
株
式
会
社 

新し
ん

宿じ
ゅ
く営
業

所午
前
11
時
〜
午
後
５
時

　

☎（
３
３
５
４
）４
０
２
４

　

空
室
状
況
は
、
区
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

【
担
当
課
】　

地
域
振
興
課

　

葛
飾
区
は
川
に
囲
ま
れ
た

低
地
の
た
め
、
万
が
一
大
規

模
な
水
害
が
発
生
す
る
と
、

水
が
引
く
ま
で
に
数
週
間
か

か
る
と
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

区
で
は
、
大
規
模
水
害
時

に
は
、
浸
水
し
な
い
近
隣
区

市
な
ど
へ
の
避
難
を
原
則
と

し
て
い
ま
す
が
、
逃
げ
遅
れ

て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
近

く
の
高
い
建
物
へ
緊
急
的
に

避
難
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

こ
の
た
め
、
区
内
の
想
定

浸
水
深
よ
り
も
高
い
位
置
に

フ
ロ
ア（
床
）が
あ
る
施
設
を

「
洪
水
緊
急
避
難
建
物
」と
し

て
指
定
・
公
表
し
、
逃
げ
遅

れ
た
場
合
で
も
命
が
守
れ
る

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　
「
洪
水
緊
急
避
難
建
物
」は

左
図
の
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
プ
レ

ー
ト（
絵
文
字
看
板
）が
目
印

で
す
。
区
で
は
、
７
月
ご
ろ

ま
で
に
２
４
９
施
設
に
掲
示

し
て
い
く
予
定
で
す
。

洪
水
緊
急
避
難
建
物
を
指
定
し
ま
し
た

【申請・担当課】　国保年金課（区役所３階３１５番）　☎５６５４－８２１０
　加入ややめる事由が発生した日から14日以内に必ず届け出をしてく
ださい。外国籍の方が加入する場合は、原則、在留期間が３カ月を超
えていて、葛飾区に住民登録のあることが必要です。表の「届出に必
要な物」に加えて、在留カードなどとパスポートをお持ちください。

　国民健康保険に加入するとき、世帯主が葛飾区の国民健康保険以外の保険に入って
いるときは、その健康保険の種類と扶養に入れない理由を尋ねます。
　国民健康保険証は簡易書留郵便で送ります。即日交付を希望する方は、運転免許証・
パスポートなどの本人確認資料をお持ちください（運転免許証などをお持ちでない方
は電話でご相談ください）。本人確認資料は原則として写しをとらせていただきます。
国民健康保険をやめるとき、高齢者受給証をお持ちの方（７０歳以上７５歳未満の方）は、
高齢受給者証も併せてお持ちください。

【
担
当
課
】　
防
災
課

☎（
５
６
５
４
）８
５
７
２

防
災
ミニ
情
報

防
災

情
報

国保に入るとき・やめるとき 届出に必要な物

国保への
加入が
必要に
なったとき

葛飾区に転入してきて、
引き続き国保に加入すると
き

必要な物はありません。転入の届
出の際に、加入を申し出てくださ
い。
※外国籍の方で、在留資格が「特
定活動」の方は、「指定書」を持参
してください。

職場の健康保険をやめた、
職場の健康保険の扶養家族
でなくなったとき

職場の健康保険をやめた日付を証明
できる物（資格喪失証明書・退職証
明書・離職票など）、扶養でなくなっ
た日付を証明できる物（被扶養者資
格喪失証明書など）

生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止通知書

国保加入者に、子どもが生
まれたとき

必要な物はありません。出生の届出の
際に、加入を申し出てください。

国保を
やめるとき

葛飾区外に転出するとき 葛飾区の国民健康保険証

職場の健康保険に加入した、
職場の健康保険の扶養家族
になったとき

葛飾区の国民健康保険証・職場の
健康保険証

生活保護を受けるように
なったとき

葛飾区の国民健康保険証・生活保
護開始通知書

死亡したとき
亡くなった方（世帯主が亡くなっ
た場合は世帯員全員）の葛飾区の
国民健康保険証

こんなときは が必要です国保の届け出

遺
言
・
相
続

成
年
後
見
業
務

和
賀
井
英
雄（
柴
又
2
‐
18
‐
7
）

遺
言
・
相
続
、
施
設
入
所
手
続
等
、

ご
高
齢
の
方
の
お
悩
み
相
談

竹
村
よ
し
の（
高
砂
8
‐
33
‐
11
）

遺
言
・
相
続

民
事
全
般

野
坂
み
さ
子（
鎌
倉
1
‐
24
‐
4
）

外
国
人
在
留
・
帰
化
、
米
国
ビ
ザ

在
日
韓
国
人
の
戸
籍

宋
民
子（
西
亀
有
3
‐
15
‐
16
）

外
国
人
在
留
・
帰
化
、
相
続
・
遺
言

介
護
事
業
、
入
札
参
加
、
民
事
・
商
事

古
谷
武
志（
奥
戸
7
‐
15
‐
19
）

交
通
事
故
、
遺
言
・
相
続

墓
地
移
転
手
続
（
土
日
休
対
応
可
）

町
田
定
一（
東
金
町
1̶

36̶

1̶

1133
）

遺
言
・
相
続
専
門

吉
野
恭
正（
新
宿
5
‐
24
‐
13
）

遺
言
・
相
続
専
門

深
澤
秀
徳（
東
新
小
岩
1̶

5̶

18̶

1007
）

3607
ー1695

3692
ー0778

5680
ー6930

5693
ー8156

5672
ー3217

3607
ー3425

3608
ー1006

3608
ー4531

東京都行政書士会葛飾支部会員
官公庁への代理申請・契約書の代理作成は、行政書士にご相談下さい。

▶︎
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
プ
レ
ー
ト


